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参考 適正規模に係る法令等（抜粋） 

 

○学 校 教 育 法 施 行 規 則  

 

第 四 十 一 条  小 学 校 の学 級 数 は、十 二 学 級 以 上 十 八 学 級 以 下 を標 準 とする。た 

だし、地 域 の実 態 その他 により特 別 の事 情 があるときは、この限 りでない。 

 

       ※中 学 校 については、第 七 十 九 条 において準 用  

 

 

○義 務 教 育 諸 学 校 施 設 費 国 庫 負 担 法 施 行 令  

 

 (適正な学校規模の条件) 

第四条  法第三条第一項第四号の適正な規模の条件は、次の各号に掲げるも

のとする。 

一  学級数がおおむね十二学級から十八学級までであること。 

二  通学距離が、小学校にあってはおおむね四キロメートル以内、中学校

にあってはおおむね六キロメートル以内であること。 

２  五学級以下の学級数の学校と前項第一号に規定する学級数の学校とを統 

合する場合においては、同項同号中「十八学級」とあるのは、「二十四学 

級」とする。 

３  統合後の学校の学級数又は通学距離が第一項第一号又は第二号に掲げる 

条件に適合しない場合においても、文部科学大臣が教育効果、交通の便そ 

の他の事情を考慮して適当と認めるときは、当該学級又は通学距離は、同 

項第一号又は第二号に掲げる条件に適合するものとみなす。 

 

 


